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各  位 
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    代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 目 黒  泉 

（コード番号：2406） 

問合せ先 執行役員経営企画部長 坂 口 満 春 

            電話 045-663-6123（代表） 

 

訴訟の請求放棄に関するお知らせ 

  

当社が、平成 27年６月 26日付「当社子会社に対する訴訟の提起に関するお知らせ」で公表しま

した当社子会社に対する訴訟（以下、「本訴訟」といいます。）につきまして、原告が請求を放棄し

訴訟が終了したことが裁判所から送付された書類により、平成 29年 3月 17日に確認できましたの

で、下記のとおりお知らせいたします。 

口頭弁論等の審理を進めていく中で、当方の主張を展開したところ、請求放棄に至ったものです。

これにより、当社子会社が被告となっていた訴訟は、原告側の請求放棄という実質的な当社の勝訴

で訴訟が終了いたしました。 

なお、今回の訴訟に関しまして、関係者の皆様には大変ご迷惑・ご心配をおかけしたことをお詫

び申し上げます。 

今後も引き続き「地域のお客様に『美と健康と若々しさ』を提供し、当社グループに関わるすべ

ての人と共に幸福社会を築いていける会社づくりを目指す」の経営理念のもと、地元のお客様に愛

される「地域一番店」を目指してまいります。 

皆様におかれましては、引き続きさらなるご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げますと

ともに、当社グループの今後の発展にご期待いただければ幸いに存じます。 

 

記 
 

１．本訴訟の内容等 

（１） 本訴訟を提起した裁判所 

東京地方裁判所 
 

（２）本訴訟提起日 

平成 27年６月５日 
 

（３）本訴訟を提起した原告 

本 店 所 在 地    東京都中央区築地四丁目４番 15号 

東銀座ロイヤルハイツ 202 

商 号    ＧＪＫインターナショナル株式会社 

代表者の役職・氏名    代表取締役 山口 幸二 
 

（４）本訴訟の内容 

当社が平成 26 年 12月 11日付「株式取得（子会社化）に関するお知らせ」にて公表した

当社による株式会社ダイヤモンドアイズの全株式取得に関し、同日付で実施したルルテー

ル株式会社による株式会社ダイヤモンドアイズの新設分割は無効である等の請求。 
 

２．本訴訟において原告が請求を放棄した日 

平成 29年３月 13日 
 

３．今後の見通し 

 本訴訟の請求放棄による当社業績への影響はございません。 
以 上 


